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諮問書

答申評

（別紙）第４次枚方Tlj総合計画の答I|:Iに

あたって

総合計ill1i瀞議会条例及び関係規則、規程

o枚方市総合計画懸識会条例

o枚方市総合計画の策定に関する規則

･枚方市総合計画の莱定組織に関する規程

o審議会等の会議の公lMjに関する指針

錆４次枚方市総合計l1lIi策定までの経過

枚方市総合計画辮識会委員名簿
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諮問害

公企鮒２４８サ

平成’１イlミｌｌＩｊｌｌｌｌ

枚方市総合計画癖議会

会長澤Ⅱ：勝様

枚方ilj長中Ｆｉ］宏

第４次枚ﾉJIij総合計ｍｉ（雑木構想・基本iiIIlI1i）について（諮ill1）

標記の件につきまして､枚方１１j総合,汁画審議会条例(Ⅱｲ|ﾄﾞ'158年枚刀TIT条例節205．)第2条及

び枚方市総合計illliの雛定に関するBL11U(lliH和59ｲlﾐ枚ﾉﾉlljMl川第32号)第3条の)Jll定に基づき、

第４次枚方市総合計lIili(）!§本構想･基本計面)について！!fiif議会に諮問します。
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答申書

平成１２年Ｉ｜Ⅱ７１１

枚方市長『'１司宏殿

枚方市総合iih11Ii榊繊会

会長灘Ｊ１：勝

第４次枚方市総合計画の答巾について

本群議会に対して諮''１]のあった第４次枚方市総合iil1ll1iについて、慎重に群議した結果、

U1j添のとおり答申する。

なお、本審議会においては、答１１をまとめる過秘で様々な意見交換がなされたが、）11該

謙譲を踏まえ、別紙のとおり、答｢'１を行うにあたって留意すべき主な事項をまとめた。

市においては、答申および答申にあたっての留意鞭項を十分に尊重し、第４次総合計画

の策定および展開にあたられるよう強く要請する。
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(別紙）

第４次枚方市総合計画の答申にあたって

枚ﾉj市総合,ill11Ii緋縦公

会長澤井勝

本答申に基づき、市が第４次枚方市総合計画を策定し、また、これを展開するにあた

っては、以下の諸事項について１－分留意されるよう要,講するものである。

1．状況理解について

」jM在、枚方市がｌｉｆｔかれている状況は、今後のilj政！&|ﾙ1において、基本的な発似の'|藤換

を求めるような性格を}i;っている。それは、端'''9に衣｣1Mすれば、「成長の限ｿ,L」をIii提

とすべき時代に入ったということであるｃ

具体的には、地球環境の保全と持続を重視し、人１１や経済の成長を前提とせず、ｆど

もたちの将来に不合理な負担をもたらさないまちづくりが求められていること．また、

行政と｢h民の協働でまちづくりを行う時代へと変化し、行政領域の見直しが求められて

いること。さらに、従来のような右肩上がりの税収1Wを|iii提とした増分_i鑓１Ｍ)な政策llG

llllから、政策の優先皮を|ﾘｌＩｉｌｉｉにした戦略的で、弛むことなき改革を志向する政雄腱|)Mが

求められていること、である。こうした状》dを｜･分にjlI1IWl1されたい。

2．計画期間と計画の見直しについて

本答申においては、総合1$Ｉ１ｌｌｉに係る計画期間について、基本構想15年、雑木i;I1I1lilO年、

実施計画３年とした。これらは、それぞれの計llI1iのレベルや役割に基づいて、長ilJ短期

の期間を設定したものであるが、群議においては,ill111i191lll1が長期に過ぎるとの指摘もあ

った。

Ⅱｶﾞ代状況が急激に変化し、近い将来についての]多illlも極めて困難と思える状》,1ﾙﾆ''1〔1iii

している中で、現時点でIillitjLた計画を固定的に｣)｣lえることには弊害が大きいことから、

雄本計画については５年をめどに計両の達成状３．を検証し、見直しを行う必要がある。

また、基本構想についても、見直しが必要であれば、雄本計画と同時に見直すことが必

要である。

3．行政評価の重要性について

水縛''１においては、｜に述べた状況認識にもとづき、鮒４次枚方市総合,i１.lllliを新たな

Ⅱ↑代の総合計画とする試みとして、「行政評Illliシステム」との連携を強く''1Ｊ《|ｲﾘした。今

後、総合計画に即してあらゆる行政政策を評価しつつ、イ《断の改革を重ねていく体制を

確立することが必要である。そのために、現在、すでに購築に向けた作業が開始されて

いる事務事業評､価システムを'|ｿL道に乗せるとともに、ＩＩＬ期に政策・施策レベルの評価を

行い得る仕組みを整備されたい

また、政策・施策の効果を,ｲﾄるための基準として「まちづくり指標」を砿肱するため
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に、本辮議会においても具体化のための審議を重ねたところであるが、十分な議論が行

えず指標としては確定するには至らなかった。本答lFilにおいては、基本計画第３編に重

点的な指標とその考え方を例示しているが、今後、速やかに指標策定のための検討組織

を設悩し、具体化を|到る必要がある。

なお、懇談においては、指標の策定作業や評価活動が行政だけで行われることについ

て、極めて強い懸念が指摘されたことから、必要な情報の公開はもとより、指標策定お

よび評Illli過程における市民や専門家の参加を保障されたい。

4．市民・事業者・行政の協働について

本籍'１１においては、これからの市政運営の基本として、ilj比・リド業粁・行政の協働を

ｌﾘIIiliiに位llvtづけた。これは、環境問題をはじめ我々が[''１:1('iしている数多くの課題が、従

来のように行政のみが引き受けて解決できるものではなく、また、税等の負担を考慮す

ると、行政組織のスリム化を図るとともに、新しい需典に必要な資源を振り向ける必要

があるからである。

審議においては、市民・事業者・行政による協働の強調が行政１１(任の後退を招くので

はないかという懸念も指摘されたが、三者の協働は地域のｎ桁を豊かにするためのもの

であって、行政が果たすべき責任を同避するための方便となるものではないことは言う

までもない。

むしろ、協働を発展させながら、市民生活の向上と魅ﾉjあるまちづくりのための諸課

題を解決するためには、行政が一層重大な責任を負うことになることを１－分に理解され

たい。

5．重点プランの展開について

本然１１１においては、辮議の中で特に重要性に関する指摘が多かった｢人を支え、育む」

「人と11然が共生する」「まちの活力をつくる」という３つのテーマに111｣して、この10

年''１１にin点|10に腿|｝iすべき取り組みを重点プランとして1擬Il1した。

雅議においては、地域社会教育施設の整備など前基本計lllliI1lllll1Ilﾉlにおいて達成できな

かった識１１i業についての指摘も数多くなされたが、‐方では、極めて悪化している本市

財政の健全化が当面の最優先課題であるとの指摘もあった。

今後、新たな状況を踏まえ、施策の目標を効果的・効率的に達成する方途を見出すこ

とを基本に、行政と議会の責任において、一定の確度を持った財政几通しを前提とした

実施計ililiのレベルで、実施すべき事業を具体化していく必要がある。

なお、農地の保全については、その重要性に鑑み、重点プランとして位置づけること

を検討したが、理念にとどまらない取り組み方向を打ち出すには政策的な成熟度に不足

があり、稗[|Iに明記するには至らなかった。しかし、農地減少率のＪ１lさを踏まえると、

これを痩然と放liftすることは極めて重大な問題であり、実効性のある施策体系を早急に

確立する必典がある。
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6．行政改革について

本答}|[においては、Ilj比・粥業考・イ｢政の協llillを111k常化しつつ、また、行政評(llliシス

テムの榊築などにもとづくイ<|ＩＩＴの行政改革によ'')lM1i令な1M政をIiilＭＩＬする111で、lTi:ﾉﾊ(プラ

ンをはじめとした,illllliの尖現を図ることが必典であるとの雄,iilを|ﾘI脈にしている。

そして、行政改,'１'[のﾉﾉｌｉｌ性を「小さくても佃|iのできる市役所のInlli1>:」と表現したが、

審議のrl1では、行政が担うべき範囲をどこまで小さくするかについてあらかじめ市民的

な合意があるわけではないとの指摘もあった。このJiH念は、行政組織を小さくすべきで

あるとの方向性を示しているものであって、具体的な行政の役割やjIr勝との|則係におい

て、行政組織をどこまで小さくするか、あるいはできるかについては、縦会を｢''心に市

民的な議論が必要である

また、行政組織が小さくなっても、市民にとって、いざという時に1lilfi1)になるととも

に、効果的・効率的で市民の納得のいく仕事ができる組織でなければならないことは、

当然の前提であることを十分に理解されたい：

7．地方分権の推進について

本年,l)=]、地ﾉﾉ分椛一括法の施行によ')、本格|'ﾙな地方分権の時代に入ったといえる。

筋４次枚刀ilj総合,illllliは、まさに地方分権のlﾉﾘﾘﾐを)|ｼﾞづくるものとしてｉｉｉ&紬される必妥

がある。

fiif識においては、本Iljの１１ｲ政悪化の要因として、ｌｌｉＩと地ﾉﾉの税1MiliilIliu分の不卜分さと

ともに、’１(1)ilinl11率のl1ill減や地方単独事業のi卿ﾉlⅢなど'１(1の財政運徹がｲKIlJに'jえた影響

についての指摘もなされた。

また、現在、本IIjは特例市指定の手続を進めているが、特例｢hとなることによって、

従来とは違った特色をどう打ち出せるのかが重要であるとの指摘もなされた』

さらに、今後進腿するIljlllJ村合併について多角的な検討を進めるソJ、広域的な連携

を強化すべきであるとの脂摘もなされた｡

今後、他の｢1治体とともに国に対して税財源の移譲を求めていくとともに、自ら新た

な財源を確保する真剣な努力が一層必要である。さらに様々な状況やi１丁民のニーズを的

確に把握し、適切な政策展開や財政運営が行えるよう行政能ﾉjの向上に努めるとともに、

「fi民の、治能ﾉﾉが|~分に展開できるよう、コミュニティの発展的な終Iilliにも力を尽くさ

れたい。このことを通じて、国や府との間に対等な関係をつくり、また、ilj比・事業者

と行政が協1,1できるための仕組みづく1)、イ|ご掛けづくりに取り組むことが地方分権の内

爽をつくることになるからである、

以上
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総合計画審議会条例及び関係規則、規程 <平成13年３月現在〉

◎枚方市総合計画群議会条例 〔lliH和58年10月６１二１条例第20号〕

枚方市総合建設計iuIi審議会設置条例（昭和42年枚方市条例第29号）の全部を改正する。

（設置）

第１条地方｢1治法（昭ｲ1122年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、市長の

附属機関として枚方71丁総合計画霧議会（以下「群議会」という｡）を置く。

（任務）

第２条審議会は、「If長の諮問に応じて、枚方市総合計l11liの策定に関する重要』|ｌ項につい

て審議し、答申する。

（組織）

第３条審議会は、委員24人以内で組織する。

２委員は、市長が委1脳する。

（委員の任期）

第４条委員の任期は、》'1該諮問に係る答'二|｣を終了する時までとする。

（会長及び副会長）

第５条審議会に会長及びＭ１会長各１人を置き、黍L』の｣'2選によりこれを定める。

２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたと

きはその職務を行う。

（会議）

第６条審議会は、会長が州集する。

２糠議会は、委員の過半数が出席しなければ、会識を開くことができない。

３稀議会の議事は、ＩＭｉｒ委員の過半数で決し、l1IYTfl可数のときは、議長の決するところ

による。

４会長は、会議の議蕊となる。

（部会）

第７条審議会に必要に応じて部会を置くことができる。

２部会に属する委員は、会長が指名する。

３部会に部会長及び刑部会長を置く。

`’第５条及び第６条のｊｊＭ定は、部会についてjillf1IIする。

（意見の聴取）

第８条審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議にＩｌｌ１ｌ『させ、そ

の者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。

（委任）

第９条この条例に定めるもののほか、審議会の遮懲に関し必要な事項は、i1j長が定める。
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◎枚方市総合計IlI1iの策定に関する規則「昭和59年７)]1611%J則第32号］

（趣旨）

第１条この規則は、本市の基本的施策を総合的かつ体系的に示す総合計ｌ１１ｌｉの策定に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条この規則において、次の各号に掲げるHjlWiの意義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１）総合計i[ｌ１ｉＪＩＬ本榊想、liL水i;''11'i及び実施計lllliで|'川成する市政のJ1Lｲﾐ''19な『汁iIl1iをいう。

（２）基本構想地〃''１治法（昭和22年法律第67号）箙２条４項に定めるＪ１Ｌ本構想で、本

市の将来のＨ標及び基本的施策の大綱を明らかにするものをいう。

（３）基本計画基本櫛想に基づき、基本的施策を体系的に示すおおむね１０年間の計iIIliを

いう。

い）実施計画ノ,L本計|[J1iで示した'１標を達成するために必要な事業を』し体的に示したお

おむね３年間のi;I1I1liをいう。

（策定）

第３条基本liliIllL1及び｣I!§本計ｌｌ１１ｉは、別に定める策定illl縦で試案を策定した後、枚方ilj総合

計而審議会に諮ＩＩｌＬ、その稗'|'を経て市長が決定する。

２実施計画は、雑木『１１１miに従い市長が決定する。

３総合計画は、社会情勢の変化等により見直しをすることがある。

（事務の担当）

第４条総合計ilJ1iの錐定に関する１i務は、市長公室で行う。

（策定助言獣鞭）

第５条総合計１１lliの雄定に当た1)、Ｉ|｢長が必要と認めたときは、策定uii・肝を置くことが

ある。

（補則）

第６条この規則に定めるもののほか、必要な畷Ｍｉは１１丁長が定める。

◎枚方市総合計I1I1iの策定組織に関するｊｉＷｌＬ［平成10年９月４１１訓令第27号二

総合計'111i策定委11会ｊｉＭ程（'１８和59ｲ'2枚方市訓令節１４サ）の全部を改l[する。

（目的）

第１条この訓令は、本市における総合計画の策定を能率的に遂行するための組織を定め

ることを目的とする。

（委員会）

第２条木市における総合i了hI11iの策定を円ill･に進めるため、総合計l111ijlji定委｣(会(以下｢委
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、会」という。）をＩｒｔ〈。

（委員会の机任１$務）

第３条委11会は、１１j侭の求めに応じ、次に掲げる，Ｍ〔をi１１，Ｗfし、此ぴfii:縦し、その結｣jM：

を117瞳に報件する。

（１）雄本構想及び11腱小計lI1liの試案の策定に関すること。

（２）前号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関する重要な事項にDMすること。

（委員会の構成）

第４条委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

２委員長、副委皿長及び委員には、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長ＴＩｊ長公室１１!》'1助役

副委員長委貝長でない助役

委員 収入役、教育長、水道事業管理者、理事、部長（行財再建緊急対策室長、

市長公室長、福祉事務所長、第一事業所長及び市民病院事務局長を含み診

療科部奨、中央検査科部長及び薬剤部長を除く。)、水道局長、市議会事務

局長、教育委員会教育次長、教育委員会部長（枚方図書館長を含む｡)、監

在委し刺１務局腱、政策推進扣当参事

３ilj長は、１MIHに必要がああと認めるときは、前孤の表に掲げる委止』のほか、部低1;Ⅱ÷Li]|Ｈ１

以｣己にある者のうちから委員を任命することがある。

（委員長のIMMjf等）

第５条委員踵は、委し↓会を代表し、委員会の事務を総括する。

２副委員長は、委ｊｌ長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行し、委員長

が欠けたときはその職務を行う。

（委員会の会議）

第６条委員会の会議は、委員長が招集し、委員蕊がその議長となる。

２委員会の会談は、委側の２分の１以上が}||席しなければ開くことができない。

３委員会の談ﾘﾄﾞは、出席群の総意に基づき決するものとする。

（部会）

第７条委員会は、特定の項目について調査をさせるため、部会を設けることができる。

（部会の構成）

第８条部会は部会員で柵成する。

２部会員は、第４条第２項の表に規定する委員のうちから委員長が指名する。

３１１J長は、Tiij11に定めるﾃ片のほか、特に必要があると認めるときは、＃lL長|;'１，１１llili以上の

］脇にある幹のうちからＩｉｌｊ会貝を任命することがある。

（粋邪会）

第９条委員会の迎憐を|Ⅱ淵に行うため、委員会に幹斗i会を置く。

２幹事長、副幹Ｉ１ｉ良及び幹事には、以下の表に掲げる職にある者をもって充てる。

〃‘

委員長 市長公室１１!》'1助役

副委員長 委員長でない助役

委員 収入役、教育長、水道事業管理者、理事、部長（行財再建緊急対策室長、

市長公室長、福祉事務所長、第一事業所長及び市民病院事務局長を含み診

療科部長、「|】央検査科部長及び薬剤部長を除く。)、水道局長、市議会事務

局長、教育委員会教育次長、教育委員会部長（枚方図書館長を含む｡)、監

在委員事務局氏、政策推進拙当参事



!|嘩蝦長企l1JIi政策線長

副幹１１「良IM11hillllIiiiML腿

1M： ４１： 行Ⅱｲ政|l｣:座緊急対策室課長、総務111､l11illL瞳、Ilj比ｿ|iii院総務,iIL便、

水道Ⅱ0総務i裸奨、Ｔｌ丁議会庶務課擾、教fi:委し』会総務,iIIL良、

教育委し｣会学務課長、教育委員会社会教育課長、枚方lxl1I}iWi'1Ｍｉｆ｣遇

３市長は、特に必要があると認めるときは、前項の表に掲げる幹ﾂﾞﾈのほか、課長ｲ;Ⅱ当職

以上の職にある汁のうちから幹事を任命することがある．

（幹事長の職務等）

第10条幹ﾂﾞﾈ長は、ＩＩｉｆ'|｢会のwfi:務を掌理し、幹事会における審議の状況此ぴ緒ⅡLを委員会

に報告する。

２第５条第２頃の規程は、剛幹事長について準)|jする。

（幹事会の会議）

第11条第６条第１項及び第２項の規程は、幹事会の会議について準用する‐

（研究チーム）

第12条市長は、委し｣会のほか、総合計画の策定における職員の参加を促進するため、研

究チームを脳〈ことがある．

２１ﾘ|:究チームの定数はｲIrrji',とし、職員のうちからllj便が任命する。

３（１｢先チームは、Ilj｣量公案長の命を受け、次に掲げるリド項についてiillWiL、及び〃}究す

る。

’1）基本榊想に側する'||:項

（２）前号に掲げるもののほか、市長公室長が特に必要と認める事項

（企画主任）

第13条課（課にＩ:ＩＩｊｌｊするものを含む９以下l可じ゜）の長（以下「課長」という。）の命を

受け、課の事務聯繋に係る総合計画の策定に関する事務を処理させるため、各課に企但ｉ

‐腹任を置く。

２企画主任は、所臓峨貝のうちから課長が指名する。

３課長は、企illiij昊任を指名したときは、市長公室長に報告する。

（庶務）

第14条総合計['1jiの策定組織に係る庶務は、市長公室企IIJli政策課が担''ｉする

（補則）

第15条この訓令に定めるもののほか、総合計lllliの策定組織に関し必要な''Ｉ項は、市長が

定める。

〃７

幹事長 企l1JIi政策線長

副幹昌ｊｉ腱 IllllhillllIiiiML腿

幹 ４』 ｲj:Ⅱｲ政'１１:座緊急対策室課長、総務jlL)I11illL腿、１１j比病院総務,iIL腿、

水道A0総務課艇、１１j議会庶務課擾、教行委Ｌｊ会総務,iIlL良、

教育婆L1会学務課長、教育委員会社会教育課長、枚方lxl(1｝iWi'１１勝｣量



審議会等の会議の公開に関する指針

通達節８号

平成11年７月２日

市 長

枚方市における審議会等の会議の公|)'１に関する指針について

この指針は、本市における情報公開制度の基本班念に基づき、市長等の下に殻慨する附

属機関たる審議会等及びｊＩＷ１委員で構成する協議会の会議の公開に関して、その取扱いを

示すものである。

なお、公開・非公開の決定に当たっては、会議の辮議状況を市民に明らかにすることに

より、会議の透明性を高め会議の公正な運営の確保に資するとともに、市民参力|]による市

政の推進に寄与するために行うものであることに特に留意されたい。

１．対象機関

この指針の対象となる機関は、地方自治法（llrl利22年法律第67号）第138条の４第３

項の規定により設置する稀議会等の附属機関（以下「審議会等」という｡）及び地〃自

治法第174条に規定する専門委員で構成する協議会（以下「専門委員協議会」という｡）

とする。

２．公開の基準

霧議会等及び専１１']委11協議会の会議は、原則として公開する。ただし、』J1該会議が次

のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。

１当該会議において、枚方市情報公開条例（平成９年枚方市条例第675）第６条の

規定に該当する情報に関する辮議をする場合

２前号に定める場合のほか、会議を公開することにより公正・円滑な群議が著しく阻

害され、当該会議の目的が達成できないと認められる場合

３．公開・非公開の決定

審議会等及び専門委員協議会の会議の公開・非公|)Mの決定は、あらかじめ聯議会等及

び専門委員協議会の会長又は委員長が会議に諮って決定する。

イ．公開の方法等

公開で行う審議会等及び専門委員協議会の会議については、市民の傍聴を認めるもの

とする。この場合において、審議会等及び尊'ⅡI委貝協議会の会長又は委貝長は、その会

議の円滑な運営を図ろため会場における秩序の維持に努めるものとする。

５．開催の周知

公開で行う審議会等及び専門委員協議会の会議に係る開催の周知は、市役所別館１階

の情報公開コーナーに掲示することにより行う。この場合における掲示事項は、当該会

議の名称、案件名、ＭＭＩｌｌ１|]時及び場所並びに旭)[1課とする。

〃８



第４次枚方市総合計画策定の経過

継過
Ⅱ時

lＴｌ'111Y定手続 群識会・市民参lⅢ乎統

''2戒】Oｲド ７旧 ●'１１１役を愛し｣｣ととしたHlll<級職LIによる「総合il1111Ii

策定姿1↓会」を１１''''１１［輔］''''１

・策定の｣,lﾀｲﾘﾉ針聯をＩｒＩ;''2

③Ii冒内ｵﾔ乎載Llによる総合,1fUM研究チームを瓠織

・研修会．Ilj腿とのEiilmL交換会を護て６グループ

●まちづくＩ)Ilj民研究公募jｆ

・広IilLlljホームページで

1171･ｊｌｌｌｊｍ溌録）

・Iul究会への職員派讃（計５['】|}、脊料MJ(jＬＩＩｌＩ

２１１１]！

で研究をIMI姑

それぞれ殿終報1t『に至るまで十数但]のチーム検

討を行う

IＯＲ ③釜合計i町i研究チーム

，中１１U報行金11l111l

、最終報Ｉ１ｉにlr1けての技術研修

●I1j比愈搬鋼盗（アンケート）

・lljl｣Ｍ:Ｉ１の満20歳以上の市民ｲ1.960人吋欺：
・'''1111敗：3.008160.6％〕

ⅡＦ ③総合lil1Iililw先チーム

ー瀝終flllIFにlijlけての彼flllIiH鯵

●Ｗ１･戯,IMMitf

・lijlAl6ノミ学と１１の問等学校の｢lビザ:'’２，２】0人

対映

]２Ｊ ●まl>づくljIlj民研究会議録1JIｲｲMilHl拶会「llj｣ものllX

鯛ＡＬＩｉ－Ｆづくl〕のまちづくl)へ－」(参ljⅡIfl5:4’１）

'1匹成]ｌｲﾄﾞ ３尻 ●基礎資料、人l111IililliNl代等のまとめ

●麓合計画研究チーム研究報Ｉｌｉ

・報告評提川

、市長、助役を交えたfllll了全

４侭 ●まちづくりllj長研究会登録団体政葹提`１発奨金

｛参biI湯60猪）

５促 ③広↑|(で「まちづくl〕ilJ民研究会〈f録H1体捉,i辮発

』と公」を特姫

７Ｋ ●第２[【｣I総合,11.lllIijlY定擾ｕ公

・lVli先チームⅡ〔<ｌｉにﾉ,噂づく「｣,L本}li想（斐桀)＿

③ﾄｾﾉ｣lliまちづくｌ〕llj民研究会政tfliAL,IHLのまとめ

について,llRlMi

●第３１１１|総合,I1111IillY定像11会

●第４１ul総合,}llllIillY定御↓会
，総合計Idli群`111会へ粘る「艦水Mj患(試案)」確定

８ｋ

９ｋ

1１月 ●枚〃I1j総合`i１．画審議会立ち上げ

●輔１Ｍ総合`11.画審議会

・輔１次篭合計画について諮問

●・合,１１･画審議会委貝研究会

●Ｒｎ２ｌｔ１１総合計画審議会

。「ALｲﾐ櫛想（試案)」について榊継をl１Ｍｆｉ

１２膿

'1匹成１２年 llH ●広１１〔、ホームページで基ｲ尽榊処試案に対するIlil（

・唖1,,1聯典

２Ⅲ ●輔３１''１総合,11.11111瀞議会

●鮒,''''１総n.l111111i瀞議会

３Ｎ

４月

●ＩＷ５１１１Ｉ総合,illHll審議会

●:t･谷,illIIli聯議会差員研究会

５月●第５凹総ｲﾔIli1I3iimi定委11会
．『韮本献I1lIi【鑑案］ｌについて議諸

●iiy6lI】I総合１汁両審議会

６月●第６ｕ総合`１１.IlIi峨定愛11会

７月

●輔７Ｍ総合AI･画審議会

●輔８Ｍ総合計画審議会

●鱗９Ｍ総合向十画審議会

.「｣脾ｲﾐ,ilUIII試案]」について鵬蝋をlllMfl

Ｓ月 ●第７[pl総合,llllliWiZ愛しＩ会

●第８同総合II11i1IiW1i定委l｣会

・総合,１１．li1li辮鵬会に`Wiる「｣f本ilI･I町(試案}_の雌雄

９月 ●節101'11総合Al･''111瀞議会

●'し【ｉｉｌｌ、ホームページでLL本,,''111M,(鞭に力)すねllj｣咄

、蹴),L聯！』

●ポスターセ･ノシヨン（｢ljlﾉﾘ４１lulj<で｣0Ｍ尾,lllllIi,伏案

に川するIlj災蔵jiL聞き収l)ト

1０月 ●輔１１１１１１総合Al･I1I1i審議会

●鋪12[Ⅱ1総合`11.画審議会

●節13[111篭合nil･画琴謹会

1１月 ●第９回縫合０１}脚縦走愛11会（最終凶 ●輔l4IIII総合計画誉議会

（禅''1で\の決定及び答申Ｉ

●）１Ｍ〈ＩＩｌｉｆｌ１を｢1丁議会に上程1２月

・IIIiﾉﾐ

ＩＩＬ成13年２月●第４次枚〃llj総合111.ll1Iij座卒櫛想・蕊本制.lmi雄定

ﾉバノ

'１時
維過

jJ1J1Jに正］呂統 群機会・市民参｣Ⅱ手職

､12成】()ｲ’ 7ｊ］

１０｝］

】１１］

]２)］

●1111役を姿↓｣｣＜としたHlllと級職Llによる：､総合計Il1Ii

紫定姿1↓企占を１１|Ⅱlｌｉ（輔］ｉｉｌｌ）

策定の｣,lﾀｲ〈ﾉﾉ針聯をＩｒｌ;I栂

●I子Iﾉｨｵｷ]z轍LlI二よる総合,１１画研究チー･ムを釧織

･研修会、Ｉ１ｊ腿との愈lmL交換会を経て６グループ

で研究を1MI始

･それぞれ般終報ｌｉｒｌ二垣ろまで十数Ｍのチーム検

討を行う

●総合計i町i研究チーー

ri｡111]報將会11IIllll

･最終報'1『'二1rＩけ ｿ)技術iilr修

③総合,illIililijf先チーム

･最終*'1！；に]i1Iｼての１町{lJIilr催

●ﾖHもづくＩ)Ilj民研究会募集

広Iill、lljホームペーージで

i171.1||｜j;の溌録）

.(1)l先会への職員派遣〈計５['】|)、資料提(ハ（,i｝

２１１１]！

●11｢比通搬鬮盗（アンケート）

Iljl｣Ｗｌ２Ｉ１の満20歳以Ｌの市民‘1.960人吋欺）

''1:１１【政：３，００s（606％）

●'； ほ,WliMltf

lﾉﾘ６ノミ学と;1の問等学校の(!【'１２:'!｛２，２】()人

蝋

●ま

iｎ

｜づくljIlj比研究会荏録ＩＪＩｲｲMilIll拶会「llj民の政

･ＩｉＦづくI〕のまちづく!)へ－」(参IjⅡ片,１５粉）

､ﾄﾞ成】lｲＩ ３）］

月

)］

J」

)」

９）】

11)】

)］

●基礎資料、人I1l1Iilil洲代等のまとめ

●麓合計画研究チーム研究報Ｉｌｉ

･報告許提ｌｌｌ

市長、助役を交えたillllf会

●策２１【｣I総合,１１.lllIillY定擾I』公

研究チームト|〔<'iに）,!づく「jjL本Wli懇（紫樂>虫

についてtllRlMi

●第３１１１|総合,11.lllIi鞭定鋳11会

●第４１ul総合,lllllIillY定盗11会

総合計1町群ﾙﾊ会へ粘る￣膿ｲ里Mj患（試案)」確定

●まちづくljllj民研究会登録lil体政雄提Ａ１経災会

(参hⅡ荷60渦Ｉ

●広↑|〔で,まちづくl〕ilJ民研究会〈f録1J11ｲﾐ提,『辨発

｣と公一をlliWL

●仗ﾉﾉ:|iまちづくl〕】|;民研究会政雄liALlrHLのまとめ

●枚刀IIj総合`i１．画審議会立ちlzげ

●鮴１[11】総合`１１.U2'１審議会

,筋`1次麓合計画'二ついて諸'1}］

●総合,!{･厩審議会委貝研究会

●姉２１''1総合計画審議会

・リ11ｲﾐ構想（試案)＿について榊継を|}'１姑

l[成l２ｌｉ J］

)Ｉ

)Ｉ

)』

)】

月

)』

月

９）Ｉ

]Ｏ｝】

l１ｊｊ

l２ｊＪ

●第５凹総ｲﾔ111-[I3iimi)１

．「基本I汁ＵｌＩｉ磯引

鍵L{会

１．について讓誇

●第６Ｍ総合`M･IlIi雄)I 愛1１

●第７[pl総合11i・Ｉｌｌｉ蛾ｊ

●第８同総合１１１１１１１i噸

総合,１１.li1li辮腿会I

錫ｌｌ会

委l』会

,Wiる.]f本計|町1試案)｣の、§だ

●第９回篭合liiWW雄定愛１１会（最終l』）

●広↑}I、ホームページで基ｲ尽榊想拭案'二吋するIIild

iiJL聯ｶﾞﾑ

●輔:ilIil総合nilllli癖議会

●鮒,''''１総合,illllli癖議会

●ＩＷ５１ＩＩＩ総合,i11Hll審議会

●総イヤ,illIIli群議会委員研究会

●輔６[１１１総合j汁両審議会

●鱗７[I】I錯舎nil･画署護会

●輔Ｓ[111篭合計画馨護会

●輔,[１１総合iir画審議会

r｣脾ｲﾐilhlII（試案》…について稀搬を'111帖

●輔1(〕''11総合,il･llIli瀞議会

●'し;i}!、ホームペーージでjlL本,!:1'1'|ｊ,(案に力）すKjl1j｣込
雌I1L朧ﾘﾑ

●ボスターセツシヨン〈rljlﾉﾘ４１lulj<で｣0Ｍ尾,l1lllIi,|ﾍ栞

に川するI|j民意jiL聞き収l)）

●輔1111'１総合jM･UI1i審議会

●鰯12[Il1総合`;|掴i審議会

●筋13[111篭合`汁画審議会

●輔1.lIIII総合計画誉議会

'符''1件の決定及び答申）

●）,Ｍ〈ｌＭＭｎを｢１丁議会にｌ占程

IIJ決

､12成:3年 ２）］ ●第４次枚〃l1j総合,il･ll1Iiノ座卒櫛想・蕊本計･lmi雄定



総合計画策定に係る関係経費（除人件費）

（円）

7,545,000平成10年度

○総合計11111研究チーム関係経費

・政簸形成研修の一環として学識経験者等を助言者として招く

識Iilii7端合計2２１１１１（全体研修会、発表会等を含む）

○まちづくI)lIjLGIiW究会|卿係経喪

・全体研修会及び発表会に学識経験者を講師として招く

合iil21''’

○総合iilllIliﾉILDfilM;１１畷託継{（（､｢成l()イド～13年の継続費）

・人l1lltiil、IljLC意iiill柵査、学生意識調査、坐礎資料集の編集等

・総合,i1.11[li雄定委Ll会川資料等作成補助

平成11年度

○総合計iii1群議会717民委員選懸会議経費

・委員報酬学識維験背２名分

○総合計iWi辮離会1Ml催経費（委員研究会を含む）

審議会５１Ｈ１委員研究会１回

○総合計iihi雑礎調在委託経費（平成10年～13年の継続費）

・人１１｜陣|･、’'７民意微調査、学生意識調査、基礎資料集等の印刷製本

・総合T;IlI1li帷定委貝会Iij資料等作成補助

・総合iillllli榊搬会１１１資料等作成櫛|i肋

6,303,120

(総合iillllIi稀議会用）

平成12年度

○総合iillllliliﾄﾞiij1会|)Ⅲ１１１継賀（委圓ｲﾘ｢究会を含む）

審議会９１１１１１ﾘ|｢先会１１１'｜杵し']調整会議２回

○総合iilllllij,kliMillll在委託経IＨ（平成1011二～13年の継続費）

・総合計ｌｌ１ｌｉ簸定委典会用資料等作成補助

・総合計i1Ili聯議会111資料等作成補助

・ポスターセッション開催補助

・総合計而印刷製本等

１１，２６９Ⅲ４２０

３ヶ年合計 ２５，１１７，５４Ｃ

●総合計111'i基礎調査委託経費（平成10年～13年の合計）

●総合計ll1li瀞議会開催経費（合計）

●その他

22,050,000

２，３４７，５４０

720,000

/２，



枚方市総合計画審議会委員名簿

(委員氏名は|乳分１１)リ・ノ［}音順）

氏堪 性】［ 所属 区分

池上典’ 女 市議会議員（フロンティア枚方） １１j議会

梅崎利ｉｎ 市議会議員(市政会議圃剛）平成12年６月～男

小野裕行 男 市議会議員(公明党識員Ｈ１）

中村巧 男 ｢1丁議会議員(新進議し1クラブ)平成12年６）|～

広瀬ひとみ 女 ｢|j識会議員（｢|本共雌党,瀧貝Iil）

堀井勝 117議会議員(民↑：llj比i雛1jlJl）ﾂ」

木静犬 市議会議員(連合TIj比クラブ)平成12年６Ⅱ～翌

森崎武史 市議会議員（自民党ｉｉ１ｆ和会）男

阿部功 人１反薬科大学助教授 学識経験藩男

榮樂徹 滋ff県立近代美術館瞳ﾘ］

岡本祐 男 iilll〕７１１丁看護大学教授

小林芳郎 人l坂教育大学名誉教授男

(会長）葎井勝 奈良女･了大学教授男

瀬渡章「 女 奈良女子大学助教授

高瀬久美｣と 女 弁謹上

星昭錐 男 近畿大学教授

宮田秀明 男 摂南大学教授

(副会長）木沢巳代７ 女 大阪府立大学教授

新井幸jilll 男 北ﾉ〔阪商Ｔ:会議所ｆ１Ｍｉ・’'1小企業相談ﾉﾘi;所長 市民代表

木南正ⅡＵ 枚ﾉJliJllL業協同糸Ⅱ今MlM1lI合長 (産業等）ﾘ」

十河宏ＩＩｉＩｌｉ 川 枚〃,ｌｆ年会議所総務篭長ﾗ|[事務局長

塩見勝 男 市民公募委員 市民代表

末岡妙丁 女 市民公募委員 (公募）

藤原敬 男大阪府企画調整部企lllli室1ﾐ幹 大阪府

１１i委員

大槻哲也 男 市議会議員(連合｢け民クラブ)～平成12年５）］ 市議会

田村好Ｉｌｊ 男 Iij議会議員(新進議貝クラブ)～平成12年５m

1[ｌ原富｜Ⅲ 男 llj議会議員(市政会識`｣'１１）～平成12年５）Ｉ

ﾉ刀

氏妬 性別 iﾘ「属 |え分

池上典ｒ

梅崎利ｉｊｔ

小野裕行

中村巧

広瀬ひとみ

堀井勝

且：木静夫

森崎武史

女
男
男
男
女
労
男
男

市議会議員(フロンティア枚方）

市議会議員(市政会議圓剛）平成12年６）]～

市議会議員(公明党識只Ｉｌ１）

｢1j議会議員(新進識』』クラブ)平成12年６１|～

｢|j識会議員(｢|本｣!i雌党,M(；貝Iijl）

ilj議会議員(民二にllj比縦lilJi）

市議会議員(連合iIj比クラブ)可1z成12年６）1～

市議会議員（自民党ｉｉ１孫Ⅱ会）

｢1丁議会

阿部功

榮樂徹

岡本祐２

小林芳郎

(会長）灘井勝

瀬渡章］名

高瀬久美｣ら

室星昭宏

宮Ｈ１秀１ﾘ］

(副会長）本沢巳代.’

男
男
男
男
男
女
次
男
男
女

人阪薬科大学助教授

滋fX県立近代美術館蕊

IiI|'｝i1l丁看護大学教授

人阪教育大学名誉教授

奈良女子大学教授

奈良女子大学助教授

弁謹l：

近畿ﾉ（学教授

摂南大学教授

大阪府立大学教授

学識経験肴

新井幸雄

木南］［Ⅱ'’

十河宏Ililli

男
列
Ⅲ

北大阪商1二会議所ｆＩｌｌ〃１１１小企業ｲ11談ﾉﾘT所長

枚ﾉJl1J農業Nil司糸Ⅱ今ＭｌｌﾙⅡ合長

枚ﾉﾉ,!｢年会議所総務篭長兼JjF務局長

rlj民代表

(雌業等）

塩見勝

末岡妙一「

男
女 市民公募委員

市民公募委員

市民代表

(公募）

藤原敬己 男 ﾉ〔阪府企画調整部企I11li室iﾐ幹 ﾉ〔阪府

前委員

大槻哲也

田村好ＩＩｉ

１Ｉｌ原富｜ﾘ］

男
男
男

!'丁議会議員(連合｢Ij民クラブ)～少Ｉｚ成12イド５）］

市議会議員(新進議貝クラブ)～平成12年５）］

,|j議会議員(Iij政会議↓』|Ⅱ）～１１z成12年５１１

I|『議会



用語解説（五十音順）

|SO14001（環境マネージメントシステム）→Ｐ５９

１'iI際標準化機構(ISO)でIljllだした環境管理に関する－jlLの|｣il際規格であるISOl40()0シリ

ーズのひとつで、環境マネジメントシステムに関するilJll格。組織が環境に関するﾉj針及び

環境lEl的・目標を策定し、これに基づいた環境マネジメントプログラムを策定することに

よって継続的改善を行うことができるように要求事項を定めている。組織の環境マネジメ

ントシステムがISO14001の婆求事項に適合しているかについて審査登録機関の辮査を受

けて、合格すれば認証が１Ｊえられ認定機関に登録される。

アメニティ→Ｐ１６

快適で魅力ある生活環境の意。自然環境から歴史環境にJriる環境全体を総合的に捉えⅢ

全体としての快適性を追求しようというところに特徴がある。

インターンシップ→Ｐ４２

学生が在学中に自らの選考や将来のキャリアに関連した就業体験を行うことで、学校と

企業（非営利団体含む）との連ﾙﾄﾞによって行われるものをいう。

NＰＯ（non-profit-organization）→Ｐｕ

「自発的に」「利益のためでなく」「社会に貢献する」活Ii1jをしている団体。福祉、環境、

国際支援、まちづくりなどをⅡ的とする民間非営利団体、民間ボランティア活動卜J1体。

1998年に日本にもＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が施行され、ボランティア活動を

はじめとする社会貢献活動を行う団体に、法人格を取得する道が開かれた。

LRT（LightRailTransit）→Ｐ７１

ハイテク路而電車、スーパーllnE、高速路面fljTlfなどとi沢される、次ＩⅡ:代路lhnli1l(・従

来の路Iiii電甫の進化型。計}[|:｣|i体ながら路面のみならず｣|山下、高架も走行でき、Ilj街地で

は歩行群との共存、郊外では専１１]化された軌道を高速走行する近代的な車両を使川するシ

ステム。

建設・導入コストが他の交述システムと比較して安いことや、専用軌道化により、定時

性・高速性の確・保が可能。振動騒音が少なくい低床櫛造により高齢者や身体障害群の乗降

が容易などのメリットも多いといわれている。

オゾン層の破壊や地球温暖化、酸性雨問題→Ｐｌ

〈オゾン層の破壊〉

オゾン層は、地上から約15～30kｍ上空の成層圏下IiMiに存在するオゾン濃度が比較的高

い領域で、生物に有害な紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を守っている。このオゾ

ン届が、フロン等のオゾン1Ｗ破壊物質により破壊されていることが明らかになっている。

オゾン層が破壊されると、」UL1zに達する有害な紫外線が蝋lⅡ]し、皮膚がんのliｳ加や化態系
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への影響が懸念される。

〈地球温暖化〉

化石燃料の大量使用などに伴って排H{量が増えた二酸化炭素、メタン、フロンなどの温

室効果ガスの大気中の濃度が増加し、気温が上昇すること。地球温暖化が進めば、人類の

生活環境や#上物の生息環境に広範で深刻な影響が生じる恐れがある。

〈酸性雨問題〉

酸性雨は、化石燃料などの燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素酸化物などから生成した硫酸

や硝酸が溶解した酸性の強い（ｐＨの低い）雨、あるいは酸性の強い霧や雪及びガスや粒

了状（エアロゾル）の形態で沈着するものをいう。湖沼や森林などの生態系への影響、建

造物や文化財への影響が懸念されている、

環境基準→Ｐ３８

人の健康を保護し、ｚｌﾐ1iiIi環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。公害対策

を進めていく上で、行政上の目標として定められるものであり、大気汚染、水質汚濁、土

壌汚染、騒音について定められている。

換地→Ｐ４１

土地区画整理事業などで、施行地区内の上地について、従前の土地に代わるものとして

交付される土地。従前の土地に道路や公園が整備されるため、土地の所有者は事業の進捗

にあわせ新しく整備された地に移動する必要がある。この新しく整備された土地を、従前

の宅地とI可等の価格相当分の土地に分割し、それぞれの土地の所有者に割り振り交付する。

行政評価システム→Ｐ９

政策や施策、事務事業について、成果指標などを用いて有効性又は効率性などを評価す

るシステム。Ｐｌａｎ（計画）－ＤＣ（実践）－Ｓｅｅ（評価)。行政の現状を認識し、行政課題

を発見するためのツール（道具）といわれている。

協働→Ｐ１

まちづくりや環境に関する協力体制を示す用語で、ここでは市鴎・事業者・行政が、環

境改善についてともに考え、ともに取組みを進めていくことを表す。

クリーンエネルギー→Ｐ５８

太陽エネルギー、風力エネルギーなどのＨ然エネルギーやメタノール、天然ガスなど燃

焼時に有害物質の排出が相対的に少ないエネルギーは、環境への負荷が少ないことからク

リーンエネルギーと呼ばれている。

グリーンコンシューマー→Ｐ４２

環境に負荷の少ない商船やサービスを買う消費者をさす。

/２１



建築協定一Ｐ104

建築基準法にJlLづくもので、建築基準法で定められた雅準に上乗せする)|ｼで地域の特性

等に蕪づく一定のIlilllU4を｣lu域住民等が自ら設け、お]I:いにく』｢:1)合っていくことをlillli認する

制度。建築協定をﾎﾟ,'iぶには、協定を結ぼうとする区域内の土地所有群等の全LIの合意が必

要であり、ＴＩ丁長の認Ⅱ｢を↑|｝て成立することになる。

交通需要マネジメント（TDM:TransportationDemandManagement）→Ｐ７０

車利用者の交通行動の変更を促すことにより、道路交通混雑を緩和する手法。１１丁街地の

外縁部の駐車場に121動'１(を止めて、鉄道やバスなどの公共交通機関に乗り換えるパークア

ンドライドや通勤ラッシュなどの交通のピークをならす時差１１｣勤などがある。

コーホート要因法→Ｐ４５

ある男女・年齢別人口を基準人口として、これに将来の出生率、将来の生残率、将来の

純移動率、将来のｌＭﾐ性比の４つの要因について仮定値をあてはめて将来人１１を計算する

方法。

［理1立社会保障人'''''1題研究所において、日本の将来人|｜を推計する際にも使１１１されてい

る。

コミュニティバスシステムーレＰ７１

ｊｉｎ常の路線バスではカバーしにくい比較的少量のきめ細かい地域の公共交迦柵妥に対応

するするために運行するバス。自治体の支援を受けて導入されることが多い。

特徴としては、小型バスにより、病院や公共施設を結んだI)、住宅地の内部まで入るな

ど地域住民の[1常的な移動のための短距離交通サービス路線であること、乗降のしやすい

工|ｴ両の使用、停留所の''１１隅を短くした|)、口｢h乗降を収1)入れるなど同齢省などに利用し

やすい工夫をしていることにある。

里山（さとやま）一1,8

人里近くにあり、二次林（雑木林）を中心に周辺の田畑やため池などを含んだ地域。従

来、薪や炭の生産に利１１』されてきたが、化石燃料の普及に伴い経済的I11i値が低「し、宅地

化が進められた。また、宅地化されなかったものについても、所有者による適切な維持管

理が|水|難になっていることから、荒廃が見られる。近年、身近な緑、生物の化育.′１２息空

|M1としてのllliIllhが｣,,LiI1l:され、その保全・活用が課l巡となっている。

事務事業評価システム→Ｐ４３

市民の視点に立った効果的・効率的な行政運営をめざして、市が行う全ての事業に市民

の視点での成果１１標を設定し､限られた行政資源をｲﾌﾞ効に活１１]するためのマネジメント(経

営）の仕組み。行政評価システムは政策・施策・事務事業すべての評価の仕組みであり、

事務事業評価はその榊成要素のひとつ。本市においても今後、政策・施策に関する評価の

仕組みについて検討し、総合的な行政評価システムをめざす。
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スペシヤルトランスポートーレＰ７１

なんらかのハンディによ')通常の交通機関が使えない層のために提･供される公共交通の

ひとつであり、高齢者や障害のある人が移動まちの中で移動できるようにするもの。福祉

タクシーノ11、ノンステップバスやリフト付きバス等による定IIf定路線｣M、ドア・ツー・ド

ア型ミニバスなどがある。

生産年齢人口→Ｐ４

人[1の年齢構造は、経済活動の見地から、年少人'１，４１１２産年齢人口、遇年人１１に分けら

れる。ノヒ艦年齢人１１は、労liillIlj場にあらわれる１１J能性を含む人'１で、１５歳以上65歳未満の

人口をいう。

生産緑地→Ｐ３７

都｢|丁部における農地の環境保全、災害防止iliiの役割を評価し、その－部を生産緑地とし

て計画的に残そうというもの。通常、「１丁街化|え城内の農地は宅地並課税となるが、３０年以

上農業継続の意思がある場合においてのみ、生j)笈緑地法に基づき、生産緑地としてｌｌｌ諸で

き、この｣粉合においては低税率の農地課税となる。

ダイオキシン問題→Ｐ１４

ダイオキシンとは「ポリ｣I,〔化ジベンゾーパラージオキシン」の''１編iで、７５種あるｌＩＷＩ:体

の総称。ダイオキシンと毒性、性質が似ているポリ塩化ジベンゾフランとコプラナーPCB

を含めてダイオキシン類と呼ばれている。ダイオキシン類は極めて強い懸性があ'八分解

されにくい。このうち2,3,7,8-ＴＣＤＤ（２，３．７，８－m塩化ジベンゾージオキシン）が股も

毒性が強く、慢性毒性では発ガン性、肝臓障害、生殖障害が懸念される。ごみ焼却場にお

いて堀化ビニル製ｉＩｉｌ１などのjjiiI索を含む廃莱物を燃やしたときにﾉlH成されることが|M1認され、

大きな社会ＩｌＩｌｌ,、となっている。

地区計画一ＰｌＯ４

良好なＩｌｊ街地環境の形成や保全を図るため、地|えの特'性に応じ、道路・公園などの配置

・規模や建築物の１１]途・敷地・形態等について、111該地区の住民等の意liIを十分反映した

計両を定め、士IIL利用や建築物の規制・誘導をlxlる柵｢１丁計iilliの乖法。

地方分権一括法一Ｐ４

平成,,年７｣ＥＩに成立した「地方分権の推進を似1るための関係法律の獲備等に関する法

律」のことで、１え成12年４）]に施行された。これにＩＤ|くい、｜型Iと地ﾉJ公共Ｉ]1体は対等．11M力

の新しいllM係に立つことにな')、各地方公共｜n体は自らの判断と１１f任の「に地域のﾂﾐ情に

沿った行政を実践していくことが期待されている｡

ﾉ２Ｊ



特例市→Ｐ４３

地方分権を推進するため、２０万以上の人口を有するiljからの申出に基づき、

まちづく1)等、Ｍ１道府！,Lが．体|'Wに処Ｊ１lするほうがより効率的な事務を除き

Ⅱの事務権限を姿誠するIlill度。全lIflで対象市は591|jある。

福祉、術化

16法律20虹

都市・生活型公害→Ｐ４

都市化の進展によ1)、活発な都市活動や日常のﾉﾋ沼に伴う環境への負荷が原因となって

起きる自動車交通公需やinI川の水質汚濁、近隣騒音などの公害。産業公解と異なり、多く

の場合、原因背が被媒什にもなるという特徴をもっている。

農業振興地域→Ｐ４１

農業の振興を図る区域を明らかにして、これを保全するとともに、農業投資を集中する

ことにより軒優良腱地の確勵保と農業の振興を図ろうとするもの。

ノーマライゼーション→Ｐｌ５

障害のある人もない人も、高齢将も若者も、共に住み共に生活できるような社会にする

こと。これは、隙需のあるの人権、価,値、尊厳性は障害のない人のそれらと('Ｉら変わると

ころがないという呂勝えﾉJに立つもので、現代の社会ＩｌＭﾈ１１:においても重要な｣!§本理念となっ

ている｡

バリアフリー→Ｐ１５

障害のある人も商齢者も．社会を構成する一員として個々の能力に応じた役割を担いな

がら，共に生きる社会の実現を｢|指すため，障害群・商齢者を取り巻く物X'11110環境や社会

１Ｍ)偏見などのバリア（|liif雌、障害、イ<便）を除去して，社会参加の可能性を,'rljめようとい

う考え方をいう。「バリアフリー化」としたときは、ｉ{として建築物等の段鵡解消など物

理的環境整備を脂すことが多い。

PFl（PrivateFinancelnitiative）→Ｐ３４

公共施設等の建設、維持管理、迎営等を氏Mllの資金、経営能力及び技術的能ﾉJを活１１]し

て行う新たな手法。

民間の資金、能力を活用することによ1)、国や自治体等が直接実施するよりも効率的か

つ効果的に公共サービスを提供することをめざす。財政負担の軽減を迫られるＦ１治体に注

Ⅱされている。

福祉オンブスパーソン制度→Ｐ８４

福祉サービスにMMする市民の不服、苦情などを受け、自治体との調整を行う苦情調整委

員によって市民との特に福祉サービスに関する人椛を擁護する制度。

ね６



圃場（ほじよう）整備→Ｐ４１

既成の水１１１，畑の上地及び労働生産性を|(リヒさせ、農地基盤の改良終備を行う・連の|令

地改良事業。

ボスターセツシヨン→Ｐ５１

朧1iiiまたはホワイトポードなどに，｜Ⅶ衣やキーワードを書いた資料を並べて張り||｛し、

参力Ⅱ者に対してＩｌｌｌｊｌ別に説lﾘ1を行うという#&('7形式。報Ｉ１ｆ片と聞き手のMli雛が近く，気楽に

質問しやすい燦の利点がある。

まちづくりリーディングプラン・ｃｃスクェア２１一Ｐ３７

第２期恭本,il1IIliの主要施策としてまちづく()リーディングプランが定められ、その''１で

枚ﾉﾌﾞ市駅周辺地域はＣＣスクェア21として位綴付けられているこれは枚方市の中心i１丁街

地である枚〃IIj駅周辺地域を、淀川や尺野川という水辺区間とのかかわ')や宿場''１Jとして

禿腱してきた枚〃市の歴史を'kかしたﾙﾎﾟ色ある地域として'１１:形成するというものである。

ユニバーサルデザイン→Ｐｌ５

障害のある人や高齢群、外lK1人、ダ)女など、それぞれの違いを超えて、できる1！（１）すべ

ての人々が蝶らしやすいように、商,Ｍ１、建物、環境をデザインすること。バリアフリーは、

障害群や商齢苫に対して、ノ俳別な設備や炎,j（〃法などで、唯活していく上でのバリア（障

躍、障害、／|<便）を取り除いていこうとする考え方をいう〔ユニバーサルデザインはバリ

アフリーをさらに進めて、施設建設やWH11i'ｉＩｊＭ発にあた{)、はじめからできる限})すべての

人が利ｍできるようにしていこうとする考え方

ワークショップ→Ｐ３４

地域に係わる多様な立場の人々が参り,,し

決し、さらに快適なものにしていくため!こ

めていく〃法。

コミュニティの諾問題をお１１:いに脇ﾉﾉして解

各種の典1,1作業を述じて,;l1I1liづくI)などを進

/２７




